
 

第９０号議案 

 

 

   府中市下水道条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和 ７ 年１１月２８日 

 

               提出者 府中市長 高 野 律 雄 

 

 

 

 

 

 

（説明） 

下水道使用料の見直しに伴い、所要の改正を行うものであります。 

 



 

-
 1 

- 

   府中市下水道条例の一部を改正する条例 

 

 府中市下水道条例（昭和４４年１０月府中市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

次の表中、下線が引かれた部分については、改正前を改正後のように改める。 

改正後 改正前 

別表第１（第１９条） 別表第１（第１９条） 

下水道使用料の料率表（月当たり） 

汚水の種別 排 出 量 料 率 

一般汚水 

１０立方メートル以下の分 
円 

３４２  

１０立方メートルを超え 

２０立方メートル以下の分 
１立方メートルにつき  ６３  

２０立方メートルを超え 

５０立方メートル以下の分 
１立方メートルにつき  ８６  

５０立方メートルを超え 

１００立方メートル以下の分 
１立方メートルにつき １０８  

１００立方メートルを超え 

２００立方メートル以下の分 
１立方メートルにつき １３１  

２００立方メートルを超え 

５００立方メートル以下の分 
１立方メートルにつき １６０  

５００立方メートルを超え 

１，０００立方メートル以下の分 
１立方メートルにつき １８８  

１，０００立方メートルを超える分 １立方メートルにつき ２１８  

 

下水道使用料の料率表（月当たり） 

汚水の種別 排 出 量 料 率 

一般汚水 

１０立方メートル以下の分 
円 

２６６  

１０立方メートルを超え 

２０立方メートル以下の分 
１立方メートルにつき  ５６  

２０立方メートルを超え 

５０立方メートル以下の分 
１立方メートルにつき  ７６  

５０立方メートルを超え 

１００立方メートル以下の分 
１立方メートルにつき  ９５  

１００立方メートルを超え 

２００立方メートル以下の分 
１立方メートルにつき １１６  

２００立方メートルを超え 

５００立方メートル以下の分 
１立方メートルにつき １４１  

５００立方メートルを超え 

１，０００立方メートル以下の分 
１立方メートルにつき １６６  

１，０００立方メートルを超える分 １立方メートルにつき １９２  
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省 略 
 

省 略 
 

 備考 省 略  備考 省 略 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第１の規定は、施行日以後の一般汚水の排出に係る使用料について適用し、施行日前の当該排

出に係る使用料については、なお従前の例による。 

３ 施行日前から施行日以後に引き続く一般汚水の排出に係る使用料は、当該一般汚水を日々均等に排出したものとみなして算

定する。 


